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宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業及び 

宮城県中小企業等再起支援事業に係る 

補助事業者（事務局）募集要領 

 

令和６年１２月１２日 

商工金融課 

中小企業支援室 

 

 この補助金は、県内の運送事業者及び中小企業等を支援する団体に対して必要な経費を

補助するものであり、今回、令和６年度の事業について申請を募集するものです。（委託業

務ではありません。） 

この補助金の交付を申請する方、採択されて補助金を受給される方は、補助金等交付規則

及び「宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業及び宮城県中小企業等再起支援事業運営事

業費補助金交付要綱（以下「交付要綱」という。）」をよくご理解の上、また、下記の点に

ついても十分ご認識いただいた上で、補助金受給に関する全ての手続きを適正に行ってい

ただくようお願いします。 

なお、この補助金は国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」により実施するも

のであり、事業者の決定は国補正予算の成立を以て行います。 
 

補助金に応募する際の注意点 

（不正行為等に関する注意喚起について） 

① 補助金に関係する全ての提出書類において、いかなる理由があってもその内容に虚偽の記述を行

わないでください。 

（不正行為等が疑われる場合の現地調査等について） 

② 偽りその他不正な手段により、補助金を不正に受給した疑いがある場合には、補助金の受給者に

対し必要に応じて、県が現地調査等を実施します。 

  なお、事業に係る取引先（委託先、外注（請負）先等を含む）に対しても、必要に応じ現地調査

等を実施しますので、あらかじめ補助金の受給者から取引先に対して現地調査が可能となるよう措

置を講じていただきます。 

（不正行為等に伴う交付決定取消と補助金の返還について） 

③ 上記の調査の結果、不正行為が認められたときは、当該補助金に係る交付決定の取消を行うとと

もに、交付済みの補助金のうち、取消対象となった額に加算金（年１０．９５％の利率）を加えた

額の返還を命じます。 

（事前着手の制限について） 

④ 県が補助金の交付決定を行う前に発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはな

りません。 

（委託先の制限について） 

⑤ 補助事業を遂行するため、売買、請負その他の契約をする場合、若しくは補助事業の一部を第三

者に委託し、又は第三者と共同して実施しようとする場合の契約に当たっては、県から指名停止措

置が講じられている事業者を契約の相手方とすることは原則できません。 

（取得財産等の処分の制限について） 

⑥ 補助金で取得、又は効用の増加した財産（以下、「取得財産等」という。）を当該資産の処分制

限期間内に処分（補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供す

ること。以下、同じ。）しようとするときは、事前に処分内容等について知事の承認を受けなけれ

ばなりません。また、この補助金で行う宮城県中小企業等再起支援事業（間接補助事業）の採択を

受けた事業者（間接補助事業者）の取得財産等についても、当該資産の処分制限期間内に処分しよ

うとするときは、処分内容等について知事の承認を受けなければなりません。 

  なお、必要に応じて取得財産等の管理状況について調査することがあります。また、取得財産等

を処分したことにより収入がある場合又は収入があると見込まれる場合は、補助金の一部又は全部

を返還する必要があります。 



- 2 - 

【１ 事業概要】 

 

１－１ 事業目的 

県は、燃料費高騰によって厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者及び

エネルギー価格高騰の長期化に伴う消費者の買い控えや生産コストの悪化等の影響により

売上高等が減少した県内の中小企業・小規模事業者等を支援するため、宮城県運送事業者

原油高騰緊急支援事業及び宮城県中小企業等再起支援事業を実施する民間団体等に対し、

当該事業の運営経費について、予算の範囲内において「宮城県運送事業者原油高騰緊急支

援事業及び宮城県中小企業等再起支援事業運営事業費補助金」を交付するものです。 

 

１－２ 事業スキーム 

          

 

 

 

 

 

１－３ 事業内容 

（１）及び（２）に掲げる事業を（３）から（10）に従って実施する補助事業者（事務

局）を募集するものです。 

（１）宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業 

燃料費高騰によって厳しい経営状況に置かれている県内中小貨物運送事業者に対し

て、県内物流機能の維持のため、補助金を交付する事業。（下表（１）） 

 （２）宮城県中小企業等再起支援事業 

エネルギー価格高騰の長期化に伴う消費者の買い控えや生産コストの悪化等の影響

により売上高等が減少した中小企業・小規模事業者等が行う販路開拓、生産性向上等の

取組及びキャッシュレス化・新紙幣対応の取組に対して、経営改善を支援すると共に持

続的な賃上げ環境の整備を図るため、補助金を交付する事業。（下表（２）） 

  ■間接補助事業概要 

事業名 事業内容 補助

率 

補助単価 

 

（１）宮城県 

運送事業者原 

油高騰緊急支 

援事業 

１ 補助対象事業者 

県内に事業所を有する一般貨物

自動車運送事業、特定貨物自動車

運送事業又は貨物軽自動車運送

事業を営む中小規模貨物運送事

業者 

 

２ 補助要件 

以下の全てを満たす車両。ただ

し、電気を動力源とするもので内

燃機関を有しないもの及び二輪

自動車、被牽引自動車を除く。 

①補助事業者が、令和６年４月１

日から令和６年６月３０日まで

の間、運送事業のために使用して

いること。 

②宮城運輸支局又は軽自動車検

査協会宮城主管事務所から交付

された自動車登録番号標（ナンバ

ープレート）を表示した車両であ

10/10

以内 

括弧内上乗せ分 

小型・軽以外 １台につき３万円 

         （１．５万円）  

小型     １台につき２万円 

         （  １万円） 

軽      １台につき１万円 

         （  ５千円） 

（補助率：10/10 以内） 

（補助率：10/10 以内） 

 

県 

 

補助事業者 

※本公募の対象 

運送事業者原油高騰緊急支援事業 

間接補助事業者 

中小企業等再起支援事業 

間接補助事業者 

申請 

補助 申請 

申請 

補助 

補助 

（補助率：2/3 以内） 
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ること。 

③用途が貨物または特種である

もの。 

④事業用であるもの。 

また、令和６年４月から６月の各

月において、長距離貨物運送 

（※１）を１回以上行っている車

両について、補助単価に 0.5 倍の

額を上乗せする。 

（２）宮城県

中小企業等再

起支援事業 

１ 補助対象事業者 

①県内に本店を有する中小企業・

小規模事業者等（個人事業主含

む） 

②県内に主たる事務所を有し、下

記の要件を満たす特定非営利活

動法人 

 

２ 補助要件 

①物価高騰の影響により、令和６

年度中のいずれか１か月間の「売

上高」が、平成３１年から令和６

年までの同月比で３０パーセン

ト以上減少していること。 

②物価高騰の影響により、直近決

算期の「売上高営業利益率」が対

前期比で減少していること。 

 

３ 補助対象事業 

・販路開拓の取組 

・生産性向上の取組 

・新商品開発の取組 

・原価抑制の取組 

・キャッシュレス化・新紙幣対応の取組 

 

４ 補助対象経費 

・広報費 

・展示会等出展費 

・開発費 

・機械装置等費 

・外注費 

2/3

以内 

補助単価の上限：１００万円 

補助単価の下限： １０万円 

  （※１）「長距離貨物運送」とは、一の運行（自動車運転者が所属する事業場を出発し

てから当該事業場に帰着するまでをいう。）の走行距離が４５０キロメートル以上の

貨物運送をいう。（「自動車運転者の労働時間帯の改善のための基準」（平成元年労

働省告示第７号）第四条第一項第三号による。） 

（３）補助対象事業について 

間接補助事業に係る業務管理（対象事業者からの申請、書類審査、間接補助金の交 

付に関する業務、取得財産等の処分に関する業務等）を行う事業。 

（４）間接補助金の交付規程について 

    ① 補助事業者は、（１）及び（２）の間接補助金の交付規程を別途定め、県の承

認を受けなければなりません。これを変更しようとするときも同様とします。 

なお、間接補助金の交付等は、今回募集する補助金の交付決定日以降から可能

になります。 

    ② 交付規程は必要に応じて以下の事項を記載するものとします。 

     ア 補助対象経費及び補助率、補助単価、補助上限額及び下限額 

     イ 交付申請及び実績報告 

     ウ 交付の決定及び補助金の額の確定 
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     エ 補助金の交付方法 

オ 申請の取り下げ 

     カ 交付決定の取消 

     キ 補助金の返還 

     ク 取得財産等の管理 

     ケ 取得財産等の処分制限 

     コ その他必要な事項 

（５）事業の実施体制等について 

補助事業者は本事業の円滑な実施のため、以下の対応を適切に行うための体制を

整えなければなりません。 

    ① 間接補助金交付の申請（オンライン申請への対応含む）・申請内容の審査 

    ② 間接補助金の額の確定・支払い 

    ③ 本事業に関する問い合わせ、意見等への対応 

    ④ 取得財産等の処分及び補助金返還等への対応 

    ⑤ 効果検証等に向けたアンケート調査等への対応 

（６）確定検査・精算の実施及び概算払の実施について 

補助事業者は間接補助事業者から提出される申請書に基づき、補助事業期間内に

審査・額の確定・精算払を行います。知事は補助事業者から提出される実績報告書に

基づき、補助事業終了後に検査・額の確定・精算払を行います。 

なお、補助事業者から提出される概算払請求書に基づき、概算払を行う場合があり 

ます。 

（７）補助事業者が他者に与えた損害等に係る費用の取扱いについて 

補助事業者が本事業の実施に関して他者に損害等を与えた場合、これに要する費

用については、本補助金の補助対象経費にはなりません。 

（８）財産管理について 

補助事業者は、宮城県中小企業等再起支援事業に係る上記（４）②ケに定める間接 

補助事業者の処分制限財産について、交付要綱の定めに従い、事業終了後も必要な財 

産処分手続きに対応しなければなりません。 

（９）間接補助金の返還対応について 

補助事業者は、間接補助事業者から、交付を受けた間接補助金の返還の伺いがあっ 

た場合には、速やかに内容を審査し、適切と認められるときは速やかに知事に報告を 

行い、知事の承認を得た上で間接補助事業者に対し承認する必要があります。 

（10）状況報告について 

補助事業者は、事業の遂行に関することについて、県が報告を求めた場合は、遅滞 

なく報告してください。 

また、補助事業者が業務の適正かつ円滑な運営のために必要であると判断した事 

柄については、遅滞なく県へ報告してください。 

 

１－４ 事業実施期間 

  原則として令和７年３月３１日までとなります。 

※上記期日までに交付が完了した事業費（間接補助金）と支払が確定した事務費が補助  

対象経費となります。 
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１－５ 応募資格 

  次の要件を満たす民間団体等とします。 

  ※コンソーシアム形式による申請の場合は、幹事者を決めていただくとともに、幹事者

が事業提案書を提出してください。（ただし、幹事者が業務の全てを他の者に再委託

することはできません。） 

  ① 宮城県内に拠点を有していること。 

  ② 定款、事業計画、会社案内のほか、協定書等で宮城県の産業振興等を目的とする民

間団体等であることを確認できること。 

  ③ 本事業を的確に遂行する組織、人員等を有していること。 

  ④ 本事業を円滑に遂行するために必要な経営基盤を有し、かつ、資金等について十分

な管理能力を有していること。 

  ⑤ 本事業の交付決定後も、申請実績等に応じて、適時、県と協議しながら事業計画及

び収支予算等の見直し（繁閑調整等）を行い、効率的に事業を実施すること。 

  ⑥ 本補助事業において知り得た情報の秘密保持を徹底できること。 

  ⑦ 本補助事業終了後、補助事業者の財産処分手続や会計検査対応のために必要とな

る文書を必要な期間保存できること。 

  ⑧ 本補助事業終了後、宮城県中小企業等再起支援事業の間接補助事業者が行う取得

財産等の処分に関する業務（補助金の返還に関する業務を含む。）について、交付要

綱及び本要領（１ぺージ）『補助金に応募する際の注意点』の規定等に基づき確実に

対応できること。 

  ⑨ 地方自治法施行令第１６７条の４（一般競争入札の参加者の資格）の規定に該当す

る者でないこと。 

  ⑩ 本事業の募集開始から企画提案書提出までの間に、宮城県の「物品等調達等に係る

競争入札の参加資格制限要領（平成９年１１月１日施行）」に掲げる資格制限の要件

に該当する者でないこと。 

  ⑪ 宮城県税の滞納をしていない者であること。 

  ⑫ 宮城県入札契約暴力団等排除要綱（平成２０年１１月１日施行）の別表各号に規定

する措置要件に該当する者でないこと。 

  ⑬ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づく更生手続き開始の申立てがなさ

れていない者（会社更生法に基づく更生計画認可の決定を受けているものを除く。）

であること。 

  ⑭ 政治団体（政治資金規正法（昭和２３年法律第１９４号）第３条に規定するもの）

に該当しない者であること。 

  ⑮ 宗教団体（宗教法人法（昭和２６年法律第１２６号）第２条の規定によるもの）に

該当しない者であること。 

  ⑯ 採択者の決定後速やかに採択結果（採択事業者名、採択金額、全公募参加者の名称

及び採点結果（公募参加者名と採点結果の対応関係が分からない形で公表する））を

県ホームページで公表することに同意すること。 
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【２ 補助金交付の要件】 

 

２－１ 採択予定件数     １件 

 

２－２ 補助率・補助額 

  補助率：１０／１０以内 

補助限度額：896,000 千円（予定） 

（事業費：856,000 千円、事務費：40,000 千円） 

（内訳） 

①宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業 事業費 656,000 千円、事務費 24,000 千円 

②宮城県中小企業等再起支援事業     事業費 200,000 千円、事務費 16,000 千円 

※最終的な実施内容、交付決定額については県と調整した上で決定することとします。 

  ※宮城県中小企業等再起支援事業の補助限度額については、間接補助金の申請状況等

により、県と補助事業者で協議の上、変更する場合があります。 

 

【３ 補助金の支払い】 

 

３－１ 支払時期 

  補助金の支払いは、基本、事業終了後の精算払となります。 

  ※交付決定後、事業終了前の支払い（概算払）は、事前に知事の承認が必要です。 

資金繰りへの影響等を踏まえ、概算払を希望する場合は、担当者にご相談ください。 

 

３－２ 支払額の確定方法 

  事業終了後、事業者より提出いただく実績報告書に基づき必要に応じて現地調査を行

い、支払額を確定します。 

  また、事業に係る取引先（委託先、外注（請負）先等を含む）に対しても、同様の現地

調査等を実施することがあります。 

  支払額は、補助対象経費のうち交付決定額の範囲であって実際に支出を要したと認め

られる費用の合計となります。このため、全ての支出には、その収支を明らかにした帳簿

類及び領収書等の証拠書類が必要となります。また、支出額及び内容についても厳格に審

査し、これを満たさない経費については、支払額の対象外となる可能性もありますのでご

注意ください。 

 

３－３ 実施体制の把握 

  事業の実施体制を確認する必要があるため、交付申請時及び事業終了後に実績報告書

を提出する際は、別途、補助対象として経費計上しているもので、補助事業の一部を第三

者に委託している場合については、契約先の事業者（ただし、税込み 100 万円以上の取引

に限る。）の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契約金額及び業務の範囲を記述

した実施体制資料を添付してください。 

  「旅費」、「会議費」、「謝金」、「備品費（借料及び損料を含む）」、「補助人件費

（人材派遣も含む）」に係る事業者の掲載は不要です。 

  第三者の委託先からさらに委託をしている場合（再委託などを行っている場合で、税込

み 100 万円以上の取引に限る）も、上記同様に、実施体制資料に記述してください。 

 

※実施体制資料の記載例 

  実施体制は原則、下記のように整理表で提示していただくとともに実施体制図もあわ
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せて示してください。実施体制と契約先の事業者名、補助事業者との契約関係、住所、契

約金額（実績報告書の場合は実績額）、契約内容（業務の範囲）が分かる資料を交付要綱

の様式により作成してください。 

 

 実施体制（税込み 100 万円以上の契約、請負その他の委託の形式を問わない。） 

事業者名 当社との関係 住所 契約金額（税込

み） 

業務の範囲 

事業者Ａ 委託先 仙台市○○区 ※算用数字を

使用し、円単位

で表記 

※できる限り

詳細に記入の

こと 

事業者Ｂ未定 外注先 〃 〃 〃 

事業者Ｃ 再委託先（事業者

Ａの委託先） 

〃 〃 〃 

事業者Ｄ未定 再委託先（事業者

Ａの委託先） 

〃 〃 〃 

事業者Ｅ 再々委託先（事業

者Ｃの委託先） 

〃 〃 〃 

 

 実施体制図 

 

なお、開示請求があった場合は、不開示とする範囲の情報の範囲について県との調整を

経て決定することとします。 

 

【４ 応募手続き】 

 

４－１ 募集期間 

  募集開始日  令和６年１２月１２日（木） 

  締 切 日  令和６年１２月２６日（木）１７：００必着 

 

４－２ 募集内容に関する問い合わせ 

  【１０ 問い合わせ先】に電子メールにより送信すること。その際、忘れずに連絡先（所

属組織及び所属部署名、担当者名、電話番号、E-mail アドレス）を記載すること。 

 

４－３ 応募書類 

① 郵送・持参等により、以下の書類を各７部（正本 1 部、副本６部）送付ください。封 

筒の宛名面には、「宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業等運営事業応募書類」と記 

載してください。 

  ア 応募申請書 

  イ 事業実施計画書 

  ウ 企業・団体の概要、基本理念、業務内容が分かる資料 

補助事業者 

事業者Ａ 

事業者Ｂ（未定） 

事業者Ｃ 

事業者Ｄ（未定） 

事業者Ｅ 

委託先 再委託先 再々委託先 
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  エ 直近３年間の財務諸表 

  オ 暴力団排除に関する誓約書・役員名簿 

  カ 県税納税証明書 

 ② 提出された応募書類は本事業の採択に関する審査以外の目的には使用しません。な

お、応募書類は返却しません。機密保持には十分配慮しますが、採択された場合には、

「情報公開条例（平成 11 年宮城県条例第 10 号）」に基づき、非開示情報（個人情報、

法人の正当な利益を害する情報等）を除いて、情報公開の対象となります。 

 ③ 応募書類等の作成費は経費に含まれません。また、選定の正否を問わず、提案書の作

成経費は支給されません。 

 ④ 応募申請書に記載する内容については、今後の事業実施の基本方針となりますので、

予算額内で実現が確約されることのみ表明してください。なお、採択後であっても、申

請者の都合により記載された内容に大幅な変更があった場合には、不採択となること

があります。 

 

４－４ 応募書類の提出先 

  応募書類は郵送・持参等により以下に提出してください。 

 

  〒９８０－８５７０ 仙台市青葉区本町３－８－１ 

  宮城県 経済商工観光部 商工金融課 商業振興班 

  「宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業等運営事業費補助金」担当あて 

 

  ※郵送・持参以外による提出は受け付けません。資料に不備がある場合は、審査対象と

なりませんので、記入要領等を熟読の上、注意して記入してください。 

  ※締め切りを過ぎての提出は受け付けません。郵送等の場合、配達の都合で締め切り時

刻までに届かない場合もありますので、期限に余裕をもって送付ください。 

 

【５ 審査・採択】 

 

５－１ 審査方法 

  原則として、庁内の審査委員会において応募書類の審査に加え、申請者によるプレゼン

テーション及びヒアリング審査を下記日程で行います。 

  プレゼンテーション・ヒアリング実施予定日：令和６年１２月２７日（金） 

   ※詳細については、申請者に別途お知らせします。 

 

５－２ 審査基準 

  以下の審査基準に基づいて総合的な評価を行います。 

  ① 「１ 事業概要」の「１－５ 応募資格」の内容を満たしているか。 

  ② 提案内容が交付の対象となりうるか。 

  ③ 提案内容が本事業の目的に合致しているか。 

  ④ 事業の実施方法、実施スケジュールが現実的か。 

  ⑤ 事業を遂行するための資力、資金調整能力を有しているか。 

  ⑥ 事業の実施方法等について、本事業の成果を高めるための効果的な工夫が見られ

るか。 

  ⑦ 本事業の関連分野に関する知見を有しているか。 

  ⑧ 本事業を円滑に遂行するために、事業規模等に適した実施体制をとっているか。 

  ⑨ コストパフォーマンスが優れているか。また、必要となる経費・費目を過不足無く
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考慮し、適正な積算が行われているか。 

  ⑩ 事業全体の企画及び立案並びに根幹に関わる執行管理部分について、委託・外注を

行っていないか。 

  ⑪ 事務費に対する委託・外注費の額の合計の割合が５０％を超えていないか。超えて

いる場合は、相当な理由があるか（「委託・外注費の額の割合が５０％を超える理由

書」を作成し提出すること）。 

    ⑫ その他 

 

５－３ 採択結果の決定及び通知 

  採択結果については、県のホームページで公表するとともに、全申請者に対しその旨を

通知します。なお、審査の過程や採択されなかった理由に関するお問い合わせ等、個別の

お問い合わせには応じられません。 

 

【６ 交付決定】 

  採択された申請者が、県に補助金交付申請書を提出し、それに対して県が交付決定通知

書を申請者に送付し、その後、事業開始となります（補助金の交付決定を通知する前にお

いて、発注等を完成させた経費については、補助金の交付対象とはなりません）。 

  なお、採択決定後から交付決定までの間に、県との協議を経て、事業内容・構成、事業

規模、金額などに変更が生じる可能性があります。また、交付条件が合致しない場合に

は、交付決定ができない場合もありますのでご了承ください。 

  交付決定後、補助事業者に対し、事業実施に必要な情報等を提供することがあります

が、情報の内容によっては、守秘義務の遵守をお願いすることがあります。 
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【７ 補助対象経費】 

 

７－１ 補助対象経費の区分 

  本事業の対象とする経費は、事業の遂行に直接必要な経費及び事業成果の取りまとめ

に必要な経費であり、具体的には以下のとおりです。 

 

補助対象事業 補助対象経費 補助率 補助上限額 

区分 内容 

事業費 

 

間接 

補助金 

宮
城
県
運
送
事
業
者
原
油
高
騰
緊
急
支
援
事
業 

県内に事業所を有する一般貨物自動

車運送事業、特定貨物自動車運送事業

又は貨物軽自動車運送事業を営む中

小規模貨物運送事業者に対し、トラッ

クの保有台数に応じて補助するもの。 

なお、令和６年４月から６月の各月に

おいて、長距離貨物運送を１回以上行

っている車両は、１台あたり補助単価

に 0.5 倍の額を上乗せする。 

補助単価：括弧内上乗せ額 

小型・軽以外 １台につき３万円 

         （１．５万円）  

小型     １台につき２万円 

         （  １万円） 

軽      １台につき１万円 

         （  ５千円） 

間接補助金原

資相当分 

 

10/10 

以内 

 

656,000 千円 

    

かつ 

 

予算の範囲内 

宮
城
県
中
小
企
業
等
再
起
支
援
事
業 

県内に本店を有する中小企業・小規模

事業者等（個人事業主含む）で、物価

高騰の影響により、月間売上高又は年

間売上高営業利益率が減少している

事業者が行う販路開拓、生産性向上

等、下記の取組に必要な経費の一部を

補助するもの。 

・販路開拓の取組 

・生産性向上の取組 

・新商品開発の取組 

・原価抑制の取組 

・キャッシュレス化・新紙幣対応の取組 

間接補助金原

資相当分 

10/10 

以内 

200,000 千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 

事務費 

 

(委託・ 

外注費 

除く) 

直接 

補助金 

宮
城
県
運
送
事
業
者
原
油
高
騰
緊
急
支
援
事
業 

間接補助事業の実施に係る事務費（募

集、審査、交付決定、補助金支出、問

い合わせ対応等関連業務） 

人件費、謝金、

旅費、会議費、

会場借料費、事

務所借料費、印

刷費、通信運搬

費、事務機器リ

ース費、消耗品

費、雑役務費、

振込手数料（間

接補助金の支

払いに係る分） 

10/10 

以内 

24,000 千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 

事務費 

 

(委託・ 

外注費) 

直接 

補助金 

ホームページ

作成・維持管理

費、広報費、委

託費、外注費、

その他知事が

必要と認める

経費 
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事務費 

 

(委託・ 

外注費 

除く) 

直接 

補助金 

宮
城
県
中
小
企
業
等
再
起
支
援
事
業 

間接補助事業の実施に係る事務費（募

集、審査、交付決定、補助金支出、問

い合わせ対応等関連業務） 

人件費、謝金、

旅費、会議費、

会場借料費、事

務所借料費、印

刷費、通信運搬

費、事務機器リ

ース費、消耗品

費、雑役務費、

振込手数料（間

接補助金の支

払いに係る分） 

10/10 

以内 

16,000 千円 

 

かつ 

 

予算の範囲内 

事務費 

 

(委託・ 

外注費) 

直接 

補助金 

ホームページ

作成・維持管理

費、広報費、委

託費、外注費、

その他知事が

必要と認める

経費 

※本補助金は、宮城県運送事業者原油高騰緊急支援事業及び宮城県中小企業等再起支援事

業毎に精算を行いますので、事業毎に分けて事業費、事務費を管理し、審査において事業

毎に経費を確認できるように証拠書類等を整備してください。 

※補助対象経費のうち事務費は可能な限り合理化することに努めるものとし、確定検査に

て真に必要なものか厳格に精査します。 

※委託、外注を行う場合、グループ企業との取引があることのみを選定理由とした調達は認

められません。経済性の観点から、相見積りを取り、相見積りの中で最低価格を提示した

者等を選定してください。 

※事務費の経費区分のうち、委託・外注費については、他の経費と区分を分けてください。 

※委託・外注（契約金額 100 万円未満は除く）を行う場合、業務の実施に要した経費により

精算処理（契約書、見積書、請求書、業務日誌等の証憑類を確認し、確認ができた経費の

みを支払うこと）を行う必要があります。事務局業務において委託・外注に区分される主

な業務は次のとおり。 

 ・審査業務 

 ・事業者サポート業務（マニュアル、申請サポートセンター、アンケート調査） 

 ・システム調達業務（業務関連システム、広報関連システムの構築、保守） 

 ・支払業務（振込業務、交付通知） 

 ・広報業務（広告制作） 

 ・アドバイザリー業務（法律・会計関連） 

 ・その他事務局業務に要する委託・外注 

 

７－２ 直接経費として計上できない経費 

・建物等施設の取得に関する経費 

・事業内容に照らして当然備えているべき機器・備品等の取得に関する経費（机、椅子、

書棚等の什器類、事務機器等） 

・事業実施中に発生した事故・災害の処理のための経費 

・その他事業に関係ない経費 

 

７－３ 補助対象経費からの消費税額の除外 

  補助金額に消費税及び地方消費税額（以下「消費税等」という。）が含まれている場合、

交付要綱に基づき消費税額及び地方消費税額の確定に伴う報告書を求めることになりま



- 12 - 

す。 

  これは、補助事業者が消費税等の確定申告時に、仕入控除とした消費税等額のうち補助

金充当額について報告をさせ返還を命じることにより、補助事業者に仕入控除とした消

費税等額のうち補助金充当額が滞留することを防止するため規定されています。 

  しかしながら、上記の報告書は、補助金精算後に行った確定申告に基づく報告となり、

失念等による報告漏れが散見されることや、補助事業者における煩雑な事務手続回避の

観点から、以下のとおり取り扱うものとします。 

  交付申請書の補助金申請額算定段階において、消費税等は補助対象経費から除外して

補助金額を算定し、交付申請書を提出してください。 

  ただし、以下に掲げる補助事業者にあっては、補助事業の遂行に支障を来すおそれがあ

るため、消費税等を補助対象経費に含めて補助金額を算定できるものとします。 

  ① 消費税法における納税義務者とならない補助事業者 

  ② 免税事業者である補助事業者 

  ③ 簡易課税事業者である補助事業者 

  ④ 課税事業者のうち、課税売上割合が低い等の理由から、消費税仕入控除税額確定後

の返還を選択する補助事業者 

 

【８ 事業実施状況の把握】 

  補助事業の実施状況の把握のため、定期的に進捗状況を確認いたします。 

 

【９ その他の注意点】 

  ① 補助金の交付については、補助金等交付規則の定めによるほか、交付要綱により、

交付申請書等の各種様式、事業期間中、事業終了後の手続き等を定めています。 

  ② 補助事業終了後において間接補助事業者に係る手続き（各種報告、財産処分承認申

請等）が発生する場合には、補助事業者（事務局）の責任及び負担により実施するこ

とになります。 

 

【１０ 本事業に関する問い合わせ先】 

 

 

 

宮城県経済商工観光部商工金融課 商業振興班 

〒980-8570 仙台市青葉区本町 3-8-1 

TEL：022-211-2746  FAX：022-211-2749 

Email：syokokins@pref.miyagi.lg.jp 


